
1 .生活環境整備と景観

匝司本寸毘券 E司(信州大学工学部)

E蔓吾 E主3

1 . 者恒子行重差有清司〉本字奉旦

明治以降のわが国の都市空間整備の体系について概観し、生活環境整備

の立ちおくれについて述べる e

2.  生色宇宙君寵尊重重量官官ci9宇争迩且

生活環境整備の考え方について論述し、わが国の都市政策の枠組と対応

させ、その整備の難しさについて述べる o

3.  君聖餐毘重量官官ci9手雪夫~75

わが国の都市空間整備の流れの中で、景観整備が求められるようになっ

た背景と、景観整備の視点ならびに枠組について概観する。

4 _ 妻 き し さ と みPすーらぎ、ζり あ る ま ち て ごfくり

わが国の生活空間の整備と、結果的に目にすることのできる景観の姿は

、そこで・生活する人々の努力の集積で‘あり、狭義の経済性の追求により

もたらされている点にふれ、今後の美しさとやすらぎのあるまちづくり

を現実のものとするための枠組について述べる。
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1 . 者骨子f主要輩。靖司〉キ争来且

年月日| 事 項

明治時代

明治

元 !0，281治河使の設置(治水，利水の事務を
(1868) 1所掌)

~:_~c. 81太政官に土木司を設け道路，橋梁，
(1869) 1提商言語の事訪を所掌

7. 81 民部省土木司が土木行政を統一所~'/i.

hJ48|土木行政を工部省に移管

10ー|土木行政を大蔵省に移管(土木司を
'土木'J:¥'と改弥)

ロ.141道路，橋梁，河川，港湾等通行銭の
l徴収を許可

もみ/1大蔵省直属の建築局を土木寮へ移管

?，_!"!51 IE院遺(太政官布告) r群集遊観の
(1873) 1遍K公園を設ける件」

~ 1 6 . 8 . 2 1 河港道路修築捌公布(道路を~ 1 ， 1 -. -. -1 2， 3等IC区分)

MJ|内務省設置(大蔵省土木寮を移管)

もみ!日|公用土地買上規則制定

~:_~c. 81道路の等級を廃止(国，県，里の 3
(1876) 1道に改定)

1市28ゐ;y門91土木寮を土木局と改称

lid-ア|土木費負担所属区分の制度を設ける

1~: _!c23 1東京市区改正審査委員会内務省に設
(1885) 1置

1~: _~，271 各省官制により土木局を治水，道
(1886) 1路，計算の 3課に分ける

つiJhf|東京市区改正条例公布

5.ー|陸軍参謀本部に陸地測量部設置

2?iふ~Ol 旧土地収用法公布

(i4of5|土地収用協議会規則制定

建設省主要年表(前史)

年月日| 事 項

8. 21土木監督官制公布

おふ戸|旧河川法公布

(iJP|砂防法公布

4. 11国庫の補助する公共団体の事業に関
|する件公布

?1dJ河川法中費用補助K関する勅令公市

% 
弘品ゐ)川日下水道法公布

3 71旧土地収用法公布(明治22年訟は施
'1止)

部品~81 土木監督署を土木出張所と改称

41i品;31水利組合法公布

44.10. 21府県災害土木費国庫補助に関する件
(1911) 1公布

3.231第 1次治水計画

大正時代
大正

?iJJ|運河法公布

7 5 221 
(i91aji内務省作都市計画調査会設置

6.151内務省土木局K河川謀を新設

?ighF|市街地建築物法，旧都市計画法公布

4.11 1旧道路法公布

119141|道路公債法公布

11 1道路改良三十箇年計画決定

15JJ|舗水面埋立法公布

121住宅組合法公布

4.141軌道法公布
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昭和時代

昭和

iiJJo|不良住宅地区改良法公布

7.1.191地方産業振興土木事業五箇年計画決
(1932) 1定

83.281都市計画法の適用を市及び指定町村
(1933) tiC拡大(都市計画法の一部改正)

10. 21第2次道路改良計画決定

?iぷ71河川堰堤規則公布

11. _~._241 内務省土木局で土木事業五箇年計画
(1936) 1決定

12:!~c.11 内務省K計画局を設置(都市計画に
(1937) 1関する事訪を所掌子

?19;B)7|労働者住宅の建設方針決定

8 .1 1陸上交通事業調整法公布

14， _?c41 r労務者住宅供給根本対策」閣議決
(1939) 1走

10.181第 1次地代家賃統制令公布

11.181木造建築許可制実施

15ゐ;-:1旧特別都市計画法公布(相関係)

7. 71住宅対策委員会設置

資料建設省 20年史

竺旦J 事 項

1?i;149|第2次地代家賃統制令公布

11.191住宅対策要綱決定

いi川住宅営団設立

71帝都高速度交通営団設立

71貸家組合法公布

9. 61内務省に国土局を設置

18._2，271都市計四法及び同法施行令臨時特例
(1943) 1公布

2?1JsJ|内務省IC地理調査所を設問

41.[!l!災都市応急簡易住宅建設要綱」
|閣議決定

11 号|戦災復興院設置

川占収~地復興計画基本方針」閣議決

2liムア|戦災復興院に特別建設部設置

d戦災復興院総裁官房に技術研究所を
l設置

4.201戦災復興院に特別建設出渡所設置

5.281建築制限令公布

151戦災復興土地区画整理施行地区内建
|築制限令公布

271催災都市借地借家臨時処理法公布

9. 31 r公共事業処理要綱」閣議決定

11 1特別都市計画法公布(戦災復興関係)

d連合軍総司令部，日本全国の道路状
|況調査を命令

281地代家賃統制令公布(現行)

10. 91戦災都市として 115都市指定

11.281政府の契約の特例に関する法律公布

?1ぷ91臨時建築等制限規則公布

291戦災復興院に建築出張所を設置

竹田 131不正支払防止法公布

23. 1. 11建設院設置(内務省・戦災復興院廃止)

5ー|福井市下水道事業開始(戦後初の公
E共下水道事業〕



国土計画間違法規とそれに基づく開発整備計画

区分 閉 係、 法〈年) 開発整備計画(年) 区分 関 係 法(年) 開発整備計画(年)

国土総合開発法 (s25) 全国総合開発計画。37) 新産業都市建設促進法 (537) 15地区の述設基本計画。 39，542) 

全 新全国総合開発計画 (544) 産 15地区の新建設基本計画。52)

第三次全国総合開発計画。 52) 工業整備特別地域整備促進法 (539) 6地区の整備基本計画。 40)

業 6地区内新整備基本計画。52)

国
国土利用計画法(，49) 国土利用計画。 51)

土地利用基本計画。50，551) 
振 低開発地域工業開発促進法令指) な し

首相i凶盤側法 (5.31) 首都圏基本計画，j(533) 

首間l聞の近知聾侃地借及び都市開発区肱の整備 改訂首都聞草木計岡 (543) 興
農村地域工業導入促進法令 46) 農村地域工業導入基本方針。46)

第二次農村地域工業導入基本方針。51)

に I~Iナる法I~ (， 33) 第三次首都圏基本計両 (551)

凸都圏内既成市街地における工業等の制限に I~I 首都閤控備計岡 (552)
/ 

する法I~ (534) 首都閤近知緑地保全計帥II(542-548) 

大
首都間近郊緑地保全法 (541)

近畿圏整備法令38) 近畿間基本整備計画。40)

近畿園町近郊整備区域及び都市開発区域の整備 近畿圏基本整備計画(全面改訂)(， 46) 

部
及び開発に閉する法律 (539) 近畿圏基本整備計画(一部変更)(553) 

近畿圏の既成都市区械における工場等町制限に 近畿間近郊整備区域定設計画。42)

関する法得。 39) 近畿圏近郊整備区成建設計画〈一部変更)(546) 

近畿圏の保全区境の整備に関する法律令42) 近畿圏近郊整備区成建設計画(全面改訂)(552) 
市

近畿圏都市開発区域建設計画(， 42)

工業再配置促進法令 41) 工業再配置計画。52)

特殊土じよう地帯災害防除及び援興臨時措置法 第一次特殊土じよう地帯対策事業計画。28)

(5幻〉 第二次特殊土じよう地帯対策事業計画。 31)

第三次特殊土じよう地帯対策事業計画。 31)

第四次特殊土じよう地帯対策事業計画。42)

第五1k.特殊土じよう地帯対策事業計画。41)

第六次特殊土じよう地帯対策事業計画。52)

厳島援興法 (528) 全指定地域(第九次指定まで)の離島振興計画

(539) 

地 第十次指定分を含む全指定地境の改訂離島振興

CJ1 

近畿圏都市開発区域建設計画 (546)

近畿圏都市開発区境建設計画。 52)

圏 近畿圏保全区域整備計画。 46-)

計画 (540)

域
改訂障島振興計画 (548)

奄美群島振興開発特別措置法令29) 奄美群島復興計画。 29)

中部園開発整備法令41) 中部圏基本開発整備計画。 43)

中部園町都市整備区域，都市開発区成及び保全 中部圏基本開発整備計画(全面改訂)(553) 
援

改訂 奄美群島復興計画。 33)

奄美群島振興計画。 39)

区岐の整備に関する法俸 (542) 中部園都市整備区境建設計画 (544) 改訂奄美群島援興計画。44)

中部園都市開発区域建設計画。44)

中部圏保全区域整備計画(， 48)
興

奄美群島根興開発計画。4の
改訂奄美群島振興開発計闘い54)

北海道開発法 (525) 北海道総合開発第 次 5ヵ年計画。 26) 産炭地域振興臨時措置法令部〉 産炭地域振興基本計画。 38)

北海道総合開発第二次 5カ年計画。 32) 全面改訂産炭地域振興基本計画。 46)

第二期北海道総合開発計画。 31)
地 第三期北海道総合開発計画。45)

産炭地域振興臨時措置法 (536) 産炭地域振興実施計画。38)

全面改訂産炭地域撮興実施計画。42)
新北海道総合開発計画。 53) 全面改訂産炭地域復興実施計画。46)

東北開発促進法 (532) 東北開発促進計画。33) 全面改訂産炭地域振興実施計画。52)

方 改訂東北開発促進計画。 39) 豪雪地帯対策特別措置法令 31) 豪雪地帯対策基本計画。39)

改訂東北開発促進計画 (5臼) 改訂豪雪地帯対策基本計画。41)

北陸地方開発促進法 (535) 北陸地方開発促進計画。39)
困 改訂北陸地方開発促進計画。 54)

地
山村復興法令40) 山村仮興計画。 41年度以降〉

第二期山村顕興計画。 41年度以降〉

中園地方開発促進法令部) 中国地方開発促進計画。39) 域 小笠原諸島原興特別措固法 (541) 小笠原諸島復興計闘い45)

改訂 中園地方開発促進計画。 54) 改訂 小笠原諸島御興計両 (549)

四国地方開発促進法令 35) 四園地方開発促進計画。お〉

地 改訂 四園地方開発促進計画。 40)
~ 

小笠凪(:者品販興計両 (554)

過雌地域仮興特別柑眠法 (555) 過疎地峡lì~期仮興方針。 55)
改訂 四園地方開発促進計画 (554)

方
九州地方開発促進法令 34) 九州地方開発促進計画。 34)

市町村過峠地岐前期仮興計伊~ (555-) 

興 都道府県過崎地域自11期仮興計測(， 55-) 

圏 改訂九州地方開発促進計画 (539) 沖縄振興閉発特別措置法 (546) 沖縄仮興開発計~Î (541) 

改訂 九州地方開発促進計画。54)
国土計画崎会編;地域計画ハンドプフク，朝倉害庖. 1981. 



Q) 

国土利用計画の策定状況

全 体 全国計画 都道府県計画

47. 6 お
国土利用計画法町制定

49国考県.土えに8利方説用明に1計つ画い的て作都成道府の

49通結達12行「国24土利用計画法

lの についてJ

国国つ土土い利利て用用の計計基画本画審の方印芸策針.定評J 2に25 

50公共4施設用地調査まと

め

51皇道国4府計画県14捕からについて
意見聴取

51. 5. 7 

第議諮会問8回答，国全申土国利計画用計〈案画)審の

51. 5. 18 
全国計画閣議決定

51通道つ達府い5f県て国1計J8土.画利5)1用の計1策2画定(2都に7 

51年度 12県策定

52年度 28道県策定

53年度 l府 3県策定

国土計画協会編 地域計画ハンドプック，朝倉書庖. 1981 

f 、

市町村計画

a 

器需議品売議1軍主中需1E 

53. 3. 2 

都る策道府定県要担領説当者明会に対す

53年度 策l市定 6町1村

54年度 村8市策定30町 13

o 
d 

9 5<;>Okm 

。d
世間配置図

一一一国土間尭幹総自動車道路締

一一一削除問輔

o 句Okm

。d
高直道自問障掴計画図 (1980年同)

通商産量省企画局監修:工粟立地ハンドプック.日本工粟立地センター. 1972. 

』
d 

o 
d 

:0 s 

一一一宮象観

ーー一計画路鰍

00 

八戸
1086 

fiE'2j新雇嚢都市

.Jじ数字は地区面情 (km~)
盤麹工業笠偏特別地域

.1 1965年指定

・2 1966年指定

新産業都市および工業整備特別地犠の分布

。 町Okm

断併線路道計画時韓網計両図



各種地法段階における物的計画の内容(東京大学都市工学科 目笠研究室) (地区以外住区などの地妓段階は省略〉

国 際 国 土 地 方 都 市 地 区

一般地方 大都市地方 一般都市 大都市 集落地区 都市地区

人口f規千模人〕 100，000 6，000-4，00。 30，000-10，000 1，000-200 20，000-3，000 50-10 400-100 

広がり(半km径) 750 200-100 100-50 15-5 20-10 3-1 3-1 

人(人口/密b度n') 250 2，000-1，000 20，000-10，000 4，000-500 30，000-10，000 

ーe 国側発極梅自海然符展地保開境途問と公上3嘉発g 海国開発

ー:量国土防?衛ij郭会
事昔話謹鷲

-大クi郡市地方開発のパ -広減古11市rlH~êのバター
・i農文自Ili薬然化E用lのの材規保地保模護の存集と配団世化 事!iiiZ割

と 地域 一ン

護器開問区〈 的産

蹄1融BE総持自k鈴鰐
-・公防 点模と配置

盤

土計地利用画
水産地成

キ剤投と集
ヨンi資.山源レ自戎クリエーシ

-・天防然災 開都発保護 地械
- エーシ クリエーシ
ョシ ョン

-・・ 防1臨克海現災物部.開処自然発班保護

-.:] 

鱗f都謹jjj:j: 。:車誕諮1謹問RtZ3J vο 

-・地地方方
- レ

線計型施設画

，~イ

線
-天然ガスパイプライ
ン

-・-・ 超広精大域高都油圧用パ市送水河イ川電路プ線ライ ン

線
-国際 部

-大町国》都出先市機図庁関 ・ 機関
-小地市消方防町中村署学出役校先.場警機関 霊長崎醐:暫譲草望野書柑

，警察本・
地 察署 ・ 察支所 警高校策署，ー小中-南極基地

ンターチ -コミュニティ・センタ
-コミュニティ・センタ

発盤島ゴス電ルキ瀦所喜フ，教揚場育グ遊. 水ムス 貯水

-ショッピング・センタ

文化厚

童重量館雪晶量子診編醐タ←

-シスーョパッーピンク.センター

文化厚

ーー 医都量地計駅療綾市区算前銀服中セセ広行ム属場ンン支タセタ唖活詔ン草タ信緑場用地金
核計型施設画

園地 期大学，
ケート . '">T'，'U'"f'>'" -，/'"1_ 

，流通セ
中公園 園地

争p品謹ZFhS鰐 撃業センンタ」
ット，ヨ ・ ンター 文，タン化防ーターセ. 災，医療センノ、ーパー ンボター，娯

-地大規方港模廃湾 スーツセ
来物処理場 業ンタ務ーター センヂー，

センター，福祉セン



英国の居住環境整備に係わる法制度の流れの概要

E~GLAND 

コレラ。天然痘の流仔 人間居住の不適格状況

公衆衛生法1848'

同1875

同1936

労働者階級宿舎法1851

労働者階級用住居法1890

(removal of slums) 

住居法1925

住居法1957

principal Act 

concernjng with housing 
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~orking Class in Eng. 

1841 195万 (Lono¥o") 

1887 420万(世界最大〉

交通宋発達

(住宅、工場近接〉

計画法1909

都市田園計画法1932

同1947

developlllent pl乱11• 

planning permission 

同1968

structure plan.local plan 

都市田園アメニティ法1974

concervation area 



住宅投資の推移及び住宅投資のGNPに占める割合の推移

;J.ft'[GNPに山める 尖t'!GNPに市める W.ttGNPに.Ijめるe

年度 総住宅投資(笑質) 同左前年度比 総住宅投資の川合 民間住宅投資の叩l合 政府f主宅投資のi~IJ合

(A) (B) (A)ー(8)

45 129，127 f.~門 10.8 % 8.4 96 7.6 % 0.8 % 

46 137，334 6、4 8.5 7.8 0.7 

47 161，610 17.7 9.1 7.8 1.3 

48 177，051 9.6 9.6 9.1 0.5 

49 150.122 6 15.2 8.2 7.6 0.6 

50 167.588 11.6 8.8 8.2 0.6 

51 170，843 l‘9 
8.6 8.0 0.6 

52 175，353 2.6 8.3 7.8 。.5
53 18l.311 3.4 8.2 7.6 0.6 

54 177，498 ム 2町 1 7.6 7.2 0.4 

55 159.908 ム 9‘9 6.6 6.2 (U 

56 156，879 ム1.9 6.3 5.9 0.4 

57 158.217 。‘9 6.1 5.8 0.3 

58 145，123 ム 8‘3 5.4 5.1 0.3 

59 144，986 0.1 5.2 4.9 0.3 

(資料) ["国民経済計算年報J(経済企悶庁)
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2.  当討舌理主理主霊室。需のサ辛*且

生活環境整備とは

未来
--ーーーーー、.;r
/包括環境~\

、』 現在ノ

過去

(a)物的環境変動向時間軸

H

D

l

 

自然

@ 
人h

@ 

設地

件

物
語

迎

均人

故
な
耶

山
当通

7
u

不

公

回
)
|

件晶係

書

自

民
世
間
一

山
司
自
副

適不

。 8
自然 l 人為

( c)物的環境町諸要請

定常的←→突発的
自侭暑気.探混，，.雨 歯凪， iQ需.洪水l温水雌挽 地震活世

保理. ta開惑臭 僅兜.貫通!jl故

人品有者ttス.騒音.週水 放射能'1'故

(d)物的環境内?イナス要素例

物的環境の構造

1導入 EDI&!来官制極的に取り入れるこ例)コミュニティ施設.公国縁地

2排除 e要素を他に排除すること例〉下水.ゴミ処理

(注〉近隣に迷惑をかけない.最終的な処理を行なれ
3保 全 @嬰粛を保全する例)文化ru，緑の保全
4阻止外からのel&!飛をF血とする例〉通過交通の排除.バイパス
5 j由大@喪紫を生かして拡大する例〉専用施設の公開〈グランド，プーJレ〉

6軽減 e誕粛を暢滅する例〉交通事故対策.公害防止

7転換 θ要素を転じて@要素に変える例〕工場移転跡地の緑他

ヨミsユティの環境計画の考え方

日笠端.都市計画.共立出版， 1985 

WHOの4つの基準

(1) 安全性 (salety)…生命・財産が災害から安全に守られてい吾こと.

(2) 保健性 (health)…肉体的・精神的健康が守られていること。

(3) 利便性 (convenience)…生活の利便性が経済的に碕保されていること。

(4) 快適性 (amenity)・・美しさ，レクリエーションなどが十分に繭保されていること。

開発と保全、@の創出に伴うθの発生

東京都蝕被地変遷図(田畑)

田畑貞寿:自然環境保全に関する研究ν 都市計画

Noo 69， 1974 

ホ7ルの温行前棉

¥ 

¥ ぐノ
¥1  

'Hi;':i;>t 

トンボ聞のa11-i，iij融

東京の自然研究会 ホタル. トンボの退行目ij線.

1974 
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図 8.6の l 市街地拡大図

東京都K訟ける市街地位大

ω 但)因調DID面積 肥)

杉山県氏試算 (叫ん/ha以上) DID密度相当D市街地鉱大

面積1)

(50，ル'naιLB(c) I (同

東京甜区部束京都

ha 
明治 5年 (1872) 5，050.0 

41年(1908) 10，350.0 
関東大震見

前の市街地
大正 9年(1920) 14，918.8 14，918.8 16.3 

一ー一一一一一一一一 一一一一一--

14年 (1925) 20，198.5 

昭和 5年 (1930) 24，537.5 

10年(1935) 29，1 82.5 | 前田市街血

15年 (1940) 3 3，4 4 4.5 33，4445 36_6 

一一一一
ha ha 

35'F(1960) 47，308.0 4 6，660 57，370 

40年 (1965) 50，770 66.260 

45年(1970) 54.930 80，760 現在由市街地

50年(1975) 57，690 91，0¥6 0 91，HO.0 1 00.0 

ー一一」一一一 ー

- 仏)杉山県氏試算面積「都市計画J79号 P18より (ζの試算は東京都区部Kついτ

行っτいる。)

・昭和 35年時点的ωと(C)り差は 648haであり， (C)VC対する剖合は1A%である。

杉山試算面積仏)を DID相当の市街地面積と考えてさしっかえ主かろう。

母 *京都K沿ける昭和 50年の市街地iて占める，眼前由市街地の割合は約 1パであるo

' 第 2次大戦前白市街地K占める.戦災雁災地面積 19，500ha (東京都都市計画l慨世

1976) ID割合は， 58.3 %である。

% 
100 

1825 1850 1875 19叩 1930

市部郡部別人口比率国際比較〈本措和産氏円買料による)
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大正 1年

jf\\~/" 
i ぺJべf
L・打、/4fff

fペ:
1--f.1;.‘ー ・・ 4 ・~ ~-:.:.司、
3・7.吹きら-ペー;;ーヘ
ベ・二、とも・ 5J'司:.V4 ・ t~ ・・ i 

p::ぷ戸二号:す17 f 
d、\(~・、、 r\ノ

(JL({/  
昭和49年

長野市の市街地拡大状況図

昭和12年

昭和田年

昭和35年

十 ~ ...--τ』

国部は建物の連但した市街地を示す

資料

大正 l年ーー・ ーー n 大日本帝国陸地測量部

昭如12年一一・…ー 町内窃省地理調査所

昭和35、49、56年 ーー・・建設省国土地埋院

作成の 5万分の l地形図ICよる



3_  芳ヨヒ在見望室官官呪〉若雪夫ー支T

都市景観施策の流れ

Jif.l欽地区の創設一一一一都市の風放をA41，j与するため定める地区(1日都市計閣法)。

(大8年)
美観 j也区の創設一一一一ー市街地の美似を維持するため定める地区(旧者1¥111言I-i!!jii'.!;)。
(大8年)

都iIi美 1励会の訟立一一一一一創刊i美化について皆袋宣伝と半業研究を行う団体。

(大I4年) 共体的に 1;1、皇居外l凪のJ!al秋保存の建議(Ull3年)、従位整理、

I"l川i'I'化、は~:li 防止に|見lする lli ~& (11m 5ij: )等。

制鎌倉J!al致保存会の設立一一一一風致の保存、歴史的風土の保存のためのili民によるll1問。
(11白39) 位11谷の地所のー音1¥買収等。

JLの l付美観論争一一一一一阜肘J.;J}~!沿の l~jJ国ビルlli誌が美総をHlうか否かの論争。
(111140 ) 占1¥ili副1J!Jj事議会及びメLの内地区.I1t1ilL刈鋭部談会で議論。

(!1j 山上三之l日l まちなみ{米一一一一-H~~(I~Jなまちなみを f~l存・~，U・持するための IU]'J付組織。

千I会(lIil41)
金11沢州川}パ州川fl川lリ山Ii川iバiじμi~紘 tパ胤山川lI日山仙1υ山lJ比岐刷川;l日凶{仇似h米料~ltl汗川干冶H条制h刷I~例9刈1
aベ(11附l凶討白4必3) U伝よ兵:誌羽*11統j止'd以z辺11境jιEの{似政似l峻袋の似防j止を白自的甘とする。

京者1¥iIi ili 街地獄鋭条WIJ--一一京都タワーの樹立にi‘ドう鼠飢問題等を契機として制定。

(悩47) 京都らしい鼠似の保存を目的とする。

伝統的辿造物群保存地区一一ーー'伝統的処造物が集合している地区の環境を保存するための地区

の創設(lIll50) 文化別保説法及び都市計画ii法)。

横浜市アーバン・デザイ一一一一一似鈴附モール等のJitlJl.に配慮したプロジェクトの推進と録証止の鋭

ン(1I{l40年代後半より) 点からのlli築物等の説場。

神戸市民主!I.条例ー一一一一占I¥diJ湘基本目l制、都市対l!I. lf~成地域等の|λj谷。
(lIll53 ) まらなみの保存にとどまらず良好な民似の形成を目的とする@

地区計回f/iIJ1Stの創設一一一一辿築物の形態・ :&1丘等を含む‘詳細な ~t 副(者llHmi匝l法)。
(1I~55) 

うるおいのあるまちづく一一一一一美しい都市対鋭の形成をはじめとするうるおいのあるまちづくり

りのための基本的考え布 を進める上での総長生省の基本的考え方のとりまとめ。

( 11自56) 

米京都都市美総談会制官一一一一一世1¥rIi美化の推進について総合的な地策の推進の縫言。

(llll57 ) 
者1¥市民t鋭形成モテツレ事業一一一一モデル地区における都市鉄観形成のための基本計副の策定とこれ

の創設(lIll57) に基づく者1¥ilj ~ t-i曲iギ業等の重点尖』払

名古屋市等における厳鋭一一一一一地方公共団体における良好な鼠鋭形成のための民間1の建築行為の

条例制定の動き (Ull59) 誘導等をl付谷とする条例措11定の動き。

資料:建設省都市局都市計画課編:

都市の景観を考える.大成出版社， 1988. 
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自型空旦争
4 

市街地地区景観・都市軸景観

自然地燥景観

坂道

盈遅 工業・港湾地，住・商・工極合地帯 他且抽

一一一一一→←一一一→、 〉十一一一一今壬
自然緑地帯 -->"モ 田園集落

神戸市の地形特性と景観上の特色

主体の視覚行為

(生活仔動)

景観構成

オープン|都 市|
自然地形 I"，J I:M~~I 

ベース|基幹施設 l 一一4
置

広域

(25Z) 
空から眺める

山から目Iめる

海から眺める

草で走りなが

ら見る

屋よから見る

歩きながら見

る

地域や地区の段階構成と景

観構成要素

街区

(;1:トリート)

都市景観の類型

地域ゃ地区の性裕による類型

て7

自然緑地景観

臨 海 海 浜 景 観

田園集落景観

都市軸 河川軸景観|

景 観 道路軸景観

公園緑地乗観

住宅地景観
市街地

商業業務地景観
地区景観

工業地景観

港 湾 地 景 観

資料:神戸市・神戸市都市景観基本計画， 1982. 
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私的領埠 私的領培!

←一一→ ←一一|
| 壇界領地 焼界領域 | 

← -→ ←→ |  
| 公的領援 1 

住宅地景観の構成

公的領域

商業業務地景観の構成

「一一一一一一

←主主主主→

私的領捜

工業地景観の構成

建積物号事 河川沿公園

河川敷 水面 河川敷

河川軸景観の構成

都市空間の領域構成

資料:神戸市・神戸市都市景観基本計画， 1982. 

私的領埠

一→境界領培

←一一→ 公的領域

成構の観景畑

一

z
a
p
h
u
 

道

1



景観形成タイプ別整備手法

自然環境保全系 | 歴史文化環境保全系 | 市街地環境整備系

規制的手法

-自然公園法による自然公園 |・都市計画法による風致地区、美観地区、 |・都市計画法による用途地域、特別用途地

・森林法による保安林 | 地区計画 l 区、高度地区、高度利用地区、特定街区、

・近破圏の保全区域の整備に関する法律に |・文化財保護法による伝統的建築物群保存| 美観地区、地区計画、沿道整備計画

よる近郊緑地保全区域及び特別保全地区| 地区 1・港湾法による臨港地区

・都市緑地保全法による緑地保全地区 |・都市景観条例による都市景観形成地埠友|・都市景観条例による都市景観形成地域友

・生産緑地法による生産緑地地区 | び景観形成指定建築物等届出地域 ! び景観形成指定建築物等届出地域

・都市計画法による市街化調整区域及び風|・神戸市民の環境をまもる条例による文化|・屋外広告物条例による屋外広告物禁止地

致地区 | 環境保全区域 l 域

・農業振興地減の整備に関する法律による |・屋外広告物条例による屋外広告物禁止地|・河川法による河川保全区域

農業振興地域 | 域

・自然環境保全法による原生環境保全地域、

自然環境保全地境汲び県自然瑚境保全地

援

-海岸法による海摩保全区減

・都市景観条例による都市景観形成地域及

び景観形成建築物等届出地法

-農業振興地域の整備に閉する法律による |・逮築基準法による建築協定

農業振興地域整備計画のための措置 |・都市緑地保全;去による緑化協定

-建築基準法による謹築協定

・都市緑地保全法による緑化協定

-都市景観条例による保存助成、景観助成、|・都市景観条例による保存助成、乗観助成、

景観形成市民団体の結成及び融資 l 景観形成市民団体の結成友び融資

・市民公園条例による市民公園、緑と花の |・市民公園条例による甫民公園、緑と花の

市民協定及び市民の木等 | 市民協定及び市民の木等

・地区計画及びまちづくり協定等に関する |・地区計画友ぴまちづくり協定等に関する

条例によるまちづくり協定 | 条例によるまちづくり協定

・租税特別措置法による土地の訪渡に係る |・租税特別措置法による土地の謁渡に係る I .租税特別措置法による土地の譲渡に係る

鵠導的手法| 所得税の軽減 | 所得税等の軽減 | 所得税等の軽減

-地方税法による固定資産税等の軽減 -地方税法による固定資産税等の軽減

.建祭文化賞等表彰制度

-地方税法による固定資産税等の軽減

.謹撰文化賞等表彰制度

-文化環境保存区域にかかる管理助成 |・建築物共同化計画助成要綱による建築物

・伝統的建造物群保存地区における建築基 | 共向化計画助成

準法の緩和措置 1 ・街づくり助成要綱による街づくり助成

・建築基準法による総合設計制度

・住宅金融公庫の都市再開発事業、住宅・

都市整備公団の一般市街地制度などによ

る融資

-自然公園法による公園事業 |・都市公園法、道路法、下水道法、河川法 |・都市公園法、道路法、下水道法、河川法

・森林;去による保安施設事業 | 等による都市施設の整備 l 等による都市施設の整備

・都市緑地保全法による緑地保全地区内の ・都市再開発法.土地区画受理法、新住宅

土地の買入れ 市街地開発注等による市街地開発事業

事業的手法|・生産緑地法による生産縁地の賞取り

・自然環境保全;去による原生斑焼保全地域

友ぴ自然環境保全地域に関する保全計画

に基づく保全事業

-海岸法による環境整備事業

-港湾法による環境整備事業

-ヴリーンコウベ作戦

.神戸7リーン作戦

・神戸港臨港地区カラー作戦
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制
体
市
美
観
地
区

基
準

都市景観形成にかかわる法制度・条例等

ffi築物等の組制・誘導の内符 書sjJi，iI-ulfii.止， ffi築
TII)iifj 大阪市 11二 滋賀以 正~ ~t 石( i(;j tJ¥' (it4 

」望型些|刻係 ぬ 1，lj九都山浜山

0~1l 脱ltIJ・誘導の対象となる項目 川地約 11.1』山特総 北税 な l週明
屋州市市市 rti

食印緩和されるJjj自 l丞iJ11立 出fl刻 IC泊
3ド ili ili美 伝 ili都

貴印特定住n孟て'は1!i区illi禎である項目 途盤整利!立It合 山 総 2 私l 持t対観 ffil!i市

キ印第 1fHl:属専川地ほのみの項目 U;j IW !lJ 本 H} わ Iコi 
大 鋭敏地地地美

通 形形区区環造
#印 尚さの替りに軒高ーである項目 地計計地地 f封投 地道 筋 線 筋

り j点成のの境成
l面倒区 区

沿 地 地 基 基 設指
域 区区計 道 区域準準計導

11)敷地敷地illi積の最低限度(最小敷地規模) 00  女 O
敷地内の制裁，歩行者スペースの確保 O 000 O 00  O O 00 
敷地内の樹木等の伐採等の市'1限 O 00  O O 
公IJfJ明I山，有効・ヤ地の場合 00  O 
屋外Wli場，物11Ai置場等の{世世等の制限 000 00  
屋外駐.t+i場の出入/1の位置等の制限 000 
敷地である上地の形質の改変の制限 0 0  00  00 

(2)ill築物用途の制限 000 
ill築I面積の最低限度 000 000 
illべい率の最高限度 0000 
符積率の最高限度 0000 0*  * 
谷積率の最低限度 000  
刊さの最高限度 *00 00  女 O 0#女

高さの援低限度 00  O O C 
階数の最高限度 O 
階数の最低限度 O O O C 

制 王 道
O * * 

隣地斜線 O 女 大

北側斜線 O * * 
壁面の位置の制限一仁前耐道路から 000 O 00  O O O 00  00 000 
(壁而後退) 隣地境界から 000 O O 00 00 

問1:1長の最低限度 000 C 
間口率の最低限度 O 
構造iι!却する遮音上の制限 O 
構造ILI.婚する防音上の制限 O 

00  000 00  000 C 
屋根の形状 O 00  
屋内駐車場の出入口の位置の制限 O 000 
共同住宅の出入口の位置の制限 O 
シャッターの位置や種類の制限 O 000 
ショーウインドの設置を奨励 00  000 

意匠- r 意 問 ( 悶 境 と の 調 和 ) 00  00  000 00  O O O 
色彩・色調 000 O 00  0000 O 
材料・材質 000 O 00  00 

組築設備ー亡高架水僧，冷却塔等の形態等 00  000 O O O 
TVアンテナ{共同化) 00  000 O 

付属物主日よけテン卜 O O 
アーケード O O 

かき回 柵'-r-トト」一ー一ー高色材栂彩料さ遺の.・の超色材制高調質限限度

00  
O 

O 
O 

(3)工作物土地lζ定着する物 --.l一一高さの患高限度 00  O O 
建築物IC定着する物 形態・意匠 O O 

(4)広告物表示面積(大きさ) O O O O 
表示両積の外壁面積IC対する割合 O O 
外堕からの突出偏 O O 
広告物の F端までの高さ O O 
表示方法(窓而の利用禁止等) 000 O O O 
広告物の意匠(意匠全般，点滅，移動等) 000 O O O 

(出典:大坂谷吉行・土木学会景観分科会資料)
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都市・農村居住者の評価の比較{島村聞坦企画壷比企 f且村地域舟眼陪域内た拘伺憤J;t調1tj1982f引

ーー「

<虞村と都市の各居住者の聞で評価の差の著しい景観>

評
価
が
高
い

都
市
居
住
苗
の

。コ ;...-7 Ijート塀

。かや陪き11:;;各l勾の!京色の F屋
。II?たのままの水路 e 

。ビニール，、ウス‘
旬 l旦同'1が不格形なボ[I[ . 

。 之桜

参』画工ずみの/作路

+ガラス，、ゥ z
. [:主 ~"I カ、 軍事 ~~ な 11< 1ft 

IE. 11'1. 

評
価
が
高
い

農
村
居
住
告
の

く農村と都市の各居住者の聞で評価の差がある景観>

叩
市
川
出
住
有
の
評
価
が
白
川
い

。点訓告円柱'"迎

。'1'-111.)血の i!l平打点止

。f立内を利1[1した公l剖
。・ド)11地;こたつ担物

。I11IlH /fijの1長ι耳IQ31l
句集 1，1; 民 泊

。11IHn部の民活IQ33) 

匂千 枚 l日
。段勺畑

。e.11.!i力主主力円[川

。稲'~なリ

令干主{置された戸111[

'繍袋ずみの、並木 JU

11H去が山々の鈍守の段

析しく作勺た公 l叫
背後が山の主E物

宇野却の't {~ 

J往復集活

都市近先日 1是混

月
町
村
ほ
住
居
力
評
価
が
高
い

歴史的地区環境盤備街路事業のモデル図

凡1.，1

~ 地区内lIi路と Lて盤備

古田虫聞~，\型的みちすじとして酬

.JL一一一J L -.J L一一一~L
同盟~I 寸仁コ仁コ口r!
関剖Ic:;> JI 戸時JIL~

一一一」しIL一幹線{切母三吉白Lt
〔聾備前] 地区内街路 [整備後]

資料:建設省大臣官房政策課:うるおいあるまちづくり，大成出版社， 1984. 
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り事量しさとやすーらぎのあるまちづ‘く

-全体主義的(部分は全体に従属)

-国富の増大(生産基盤重視)

-一元的経書尺度 (GNP重視)

展

一
E

れ

一

崩

清

一

経

肝

一

会

刊

一

社

号

一

4， _ 

国土計百

地区計画

地方計画

都市計画

-部分主義的(部分効用増大を前提

生活環境整備 ( 

計画の流れ | 

とした全体効用拡大)

-快適性の向上(生活基盤重視)

-多元的福祉尺度 (NNW重視)

[評価を必要とする要素]

ー個の尊厳、部分の尊厳

-風土的価値(ゲニウス・ロキ:土地の精神)

-時間的価値(風格、老木、 Vs減価償却)

-歴史的、文化的価値(暖簾、遺産)
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-美的価値


